
○東名運河以北

　運河沿いの新町から亀岡地区については、現地での住宅再建が
困難で住居移転を希望する住民も多く、集団移転の意向も示され
ており、住民の考え方を十分に踏まえ、安全性の確保と地域コミュ
ニティ維持に配慮し、東名運河以南と連携した集団的な移転を推
進するものとします。

　なお、新東名地区および野蒜駅北側地区ならびに野蒜小学校周
辺地区の一部では住居が残存し、住民意向として居住継続を要望
している地域があります。住民意向を尊重しながら、住宅地の集約
と内陸堤防、排水対策や避難施設等の整備を計画的に推進します。

　野蒜地区については、運河やJR仙石線が地区を横断しており、
緊急時の避難が円滑に行えるような避難路の確保整備も必要です。

野蒜小学校は、現地復旧が極めて困難であることから、移転を基
本とし、移転校の整備手法については、学校統合再編計画と並行
して検討を進めます。

　さらに、 JR仙石線で最も被害が著しい野蒜地区の路線につい
ては、安全策を最優先とした早期復旧・復興をJR東日本と国に要
請し、近隣市町村との連携のもと、一日でも早い全線開通を推進
するとともに、学校、市民センター、福祉施設、住宅地を安全な高台
に集団移設し、理想的なまちづくりを進めます。

（1）災害の状況など

○東名運河以南

　海岸部に近接した平坦な土地であり、津波により人的にも建造
部にも著しい被害を受けました。当該地区内には小さな丘陵地が
ありますが、運河以南全域をカバーする避難場所として想定するに
は無理があります。

○東名運河以北

　東名運河と北側丘陵地の間に細長く広がる平坦な市街地で、過
半の家屋が滅失しており、人的被害も著しい地域です。当該地区
の北側には緊急時における避難地となりうる丘陵地があります。 

❼野蒜地区

（2）地区復興まちづくりの方向性

○東名運河以南

　海岸保全施設の大規模な補強が行われることを前提にしても、
当該地区での住居系の宅地整備については、将来にわたって、大
津波に対しての人的被害を防ぐことは極めて困難です。このため、
地域コミュニティ維持の観点から住民の地区外への集団的な移転
を推進します。

　地区内への残留は、漁業関係の事業所などや、生業等によりや
むなく地区内に残る事業系施設に限ることを原則とし、かつ、事業
系施設についてもできうる限り集約し、地区内での緊急時の高台
への避難路もしくは緊急避難施設の整備と並行して推進するもの
とします。移転先は、安全性の高い東名運河以北の丘陵地を中心
に、鳴瀬第二中学校学区内で集団的な移転が可能な地域を選定し
重点的な開発整備を推進します。

　なお、鳴瀬第二中学校については、現地復旧が極めて困難であ
ることから、移転を基本とし、移転校の整備手法については、教育
施設の整備計画等と並行して検討を進めます。

（1）災害の状況など

　宮戸地区には月浜、大浜、室浜、里浜の4集落があり、集落はいずれも海岸付近に立
地し、海水浴場や漁港を有し、民宿を相当数含む漁村集落が形成されています。今回
の津波により、その低地部は、里浜地区を除きほぼ壊滅しています。なお、比較的、被
害が少なかった里浜地区については漁港部の地盤沈下に伴う浸水被害が大きな問題
となっており、漁港復旧事業としての対応が必要です。

❽宮戸地区

（2）地区復興まちづくりの方向性

　集落の背後には集団移転先となりうる丘陵部が迫っており、斜面に立地した家屋
の一部は今回の津波に対しても大きな被害を免れたものも見受けられます。この丘陵
部に移転先地を確保するとともに、避難路を確保したうえで、漁港周辺には生業施設
の整備を可能とし、人的被害を防ぐ方針とします。さらに、市民センター等の公共施設
を整備します。大きく被災した3つの集落においては、背後丘陵地を活用した移転復
興を基本としつつ、緊急時の避難手段の確保を推進します。
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